
ＥＩＰ公式ファンクラブ「ＥＩＰｉｓｔ」 会員規約 
 

本規約は、ＥＩＰ公式ファンクラブ「ＥＩＰｉｓｔ」（読み：エイピスト）（以下、「本ファンクラブ」）及び、ＥＩＰ公式サイト

（以下、「弊社ホームページ」）について定めるものです。 
 

第１条（運営） 

本ファンクラブはスポーツクラブ ブリック（以下、「弊社」）がその管理・運営にあたります。 
 

第２条（位置） 

本ファンクラブ事務局は、江別市いずみ野１－２に所在する弊社内に置きます。 
 

第３条（目的） 

本ファンクラブはＥＩＰ（江別アイドルプロジェクト）を応援してくださる方への情報提供やグッズ販売等を目的とします。 
 

第４条（会員） 

「会員」とは、本規約に同意した上、本ファンクラブに定める方法に従い会員登録を申請し、弊社がこれを承認し、所定の 

料金を支払った者をいいます。１６歳未満の場合は保護者の承諾が必要です。 

弊社は、本条に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否又は取り消すことが

あります。但し、承認が取り消された場合においても、当該会員は本ファンクラブにより既に発生した支払い義務等の本規約

上の履行責任を免れないものとします。 
 

（１）弊社に提供された登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合  

（２）過去に本ファンクラブの登録を取り消された者である場合  

（３）その他、本規約に違反するおそれがあるなど、弊社が登録を適当でないと判断した場合 
 

第５条（登録内容の変更） 

登録事項の内容の全部又は一部に関して変更が生じた場合は、会員は直ちに本ファンクラブに定める方法により変更事項を 

弊社に通知するものとします。当該通知を怠った場合には、既に登録済みの情報に基づく処理を適正かつ有効なものとします。 
 

第６条（決済） 

会員料金の決済方法及び決済条件は、次の各号のいずれかによるものとします。 
 

（１）現金によるもの （弊社フロント、イベント会場など） 

（２）振込によるもの （弊社指定口座） 

（３）口座自動振替によるもの（北海道銀行、北洋銀行、ゆうちょ銀行、札幌信用金庫のいずれか） 
 

第７条（情報管理） 

弊社は、本ファンクラブの利用に関連して弊社が知り得た会員の情報を、弊社の事業運営のために利用するものとし、以下の

各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。 
 

（１）会員が同意している場合  

（２）弊社が本ファンクラブの利用動向を把握する目的で収集した個人情報の統計を、個々の個人情報として特定できない 

形式で第三者に開示・提供する場合  

（３）裁判所、所轄官庁等の公的機関により開示・提供を要請された場合 

（４）その他個人情報保護法によって第三者への開示が認められている場合 
 

第８条（通知） 

会員に対する通知は、以下の各号のいずれかによるものとします。 
 

（１）弊社ホームページ上での掲載：掲載されたとき会員に対する通知が完了したものとします。  

（２）会員宛電子メールの送信：当該アドレス宛にメールを送信したとき、会員に対する通知が完了したものとします。 

（３）その他、弊社が適当と判断する方法：通知上で弊社が指定したとき会員に対する通知が完了したものとします。 
 

第９条（規約変更） 

弊社は、本規約を必要に応じて自由に変更できるものとし、会員は予めこれを承認するものとします。 

本規約の変更は、当該変更を通知したときに効力を生じるものとします。 
 

第１０条（広告） 

弊社は、弊社ホームページや会報等に、第三者の提供する広告を掲載または他のサイトへのリンク等をすることがあります。 

弊社は、当該広告内容の正確性について、如何なる保証も表明せず、かつ責任も負わないものとします。 
 

第１１条（損害賠償） 

会員は、本規約に違反することにより、又は、本ファンクラブの利用に関連して弊社に損害を与えた場合、弊社に対し、その

損害を賠償するものとします。 

会員による本ファンクラブの利用に関連して、弊社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、

当該会員は自己の責任でこれを処理・解決し、弊社に対し如何なる責任も負担させないものとします。 
 

第１２条（会員資格の喪失） 

会員は次の場合、その資格を失います 

①次項に基づく退会手続きを行った場合  ②第４条に抵触した場合  ③死亡した場合  ④会費の滞納が続いた場合 
 

第１３条（退会） 

本クラブを退会する場合は、所定の期日までに退会届けを提出しなければなりません。 

なお、期日を過ぎてからの届出は受け付けられません。 

退会の届出がない場合は、在籍の意思があるものとみなし、年会費を申し受けます。 
 

以上                                           制定日 平成 26年 5月 1日 


